
平取町告示第３７号 

 

公募型プロポーザルの実施について 

 

平取町文書管理システム導入業務について、公募型プロポーザル(企画提案)方式により受託者を公

募するので、次のとおり告示する。 

 

令和８年４月２４日 

 

 平取町長 遠 藤 桂 一    

 

 

１．業務概要 

（１）業 務 名    平取町文書管理システム導入業務 

（２）業 務 場 所    平取町役場 

（３）業 務 内 容    別に定める「平取町文書管理システム導入業務委託仕様書」（以下「仕様

書」という。）のとおり。 

（４）業 務 期 間    契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

（５）提案上限額    提案金額の上限は、次のとおり区分して算出するものとする。 

ア システム導入に要する費用 

令和８年度上限額： ３，３００，０００円（消費税及び地方消費税含む） 

イ システム利用に関する費用(システム利用料(運用及び保守費用を含む。)) 

  令和９年度から５年間(６０カ月)のシステム利用料 

  上限額：５，５００，０００円（消費税及び地方消費税含む） 

   ※上限額は契約時の予定価格を示すものではなく、 提案内容の規模を示すためのものである

が、見積書が提案上限額を超えた場合は失格とする。 

 

２．参加資格要件 

本プロポーザルに参加を希望するものは、参加申込書（様式１）の提出日において、次の全ての

要件を満たす単体企業とする。 

（１）令和８年度平取町入札参加資格者名簿に登録されていること。 

（２）当町から指名停止を受けていないこと。 

（３）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当するものでないこと。 

（４）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者 

又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者でな

いこと。 

（５）平取町暴力団排除条例（平成25年平取町条例第11号）に規定する暴力団または暴力団員でない

こと。また、暴力団の威力利用や利益の供与等の当該条例に違反する行為がないこと。 

（６）地方公共団体において、同種の業務で過去５年間（令和３年４月１日～令和８年３月３１日）

に導入実績を有しているシステムであること。 

（７）常に連絡の取れるスタッフを配置し、そのスタッフが責任を持って町担当者との連絡調整をす

ること。 

（８）個人情報の取扱いなどに留意し、業務内容についての守秘義務を遵守できること。 

 

３．参加申込書の提出 

（１）参加申込書の提出 

本プロポーザルに参加しようとする者は、次のとおり参加申込書等を提出しなければなら   

  ない。なお、期限までに参加申込書等を提出しないもの、「４参加資格要件」に該当しないと認

められた者は、このプロポーザルに参加することができない。 

（２） 提出書類及び記載要領等については以下のとおり。 

ア．参加申込書（様式１） 



イ．会社概要書（様式２） 

ウ．導入実績報告書（様式３） 

（３）提出方法 

ア．受付期間 

令和８年４月２４日（金）～令和８年５月１４日（木） 

※持参による場合は土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時３０分～午後５時１５分まで 

イ．提出先 

〒055-0192 北海道沙流郡平取町本町２８番地 

  平取町役場 総務課総務係 

ウ．提出方法 

持参または郵送（受付期間内必着） 

 

４．参加資格の確認及び企画提案書の提出を要請する者の選定 

（１）参加要件の確認及び企画提案書提出要請 

参加申込書等について、「４参加資格要件」に該当するかの確認を行い、「参加資格審査結果

通知」を送付する。 

申込者が１者の場合でも、参加申込書等の審査を実施する。 

（２）参加資格審査結果通知日 

令和８年５月２１日（木） 

（３）通知内容 

ア．参加資格を有すると認めた者にあっては、参加資格要件を満たす旨及び企画提案書の提出を

要請する旨 

イ．参加資格を有しないと認めた者にあっては、参加資格がない旨及びその理由 

（４）通知方法  郵送 

 

５ 質問・回答 

（１）受付期間 

令和８年４月２４日（金）～令和８年５月８日（金） 

（２）提出先 

平取町総務課総務係（soumu@town.biratori.lg.jp） 

（３）提出方法 

電子メール（様式５質問書に質問事項を記載し添付。メールの表題を「平取町文書管理システ

ム導入業務委託についての質問」とすること。） 

（４）回答方法 

質問回答は令和８年５月１２日（火）に町ホームページに掲載する予定。 

 

６ 企画提案書等の提出 

（１）企画提案書の提出 

企画提案書の提出を要請された者は次のとおり企画提案書等を提出することとする。 

番号 提出書類 留意点 

１ 企画提案書及び 任意様式 A4 

２ 文書管理システム機能一覧表 様式６ 

３ 業務スケジュール表 任意様式 A4又はA3 

４ 参考見積書（構築業務） 

参考見積書（５年間の運用保守及び利用料） 

様式４及び内訳書任意様式A4 

 

（２）作成上の留意点 

 ア 提案は１者につき１つとする。 

 イ 提出した提出書類の訂正、差替え及び再提出は認めないものとする。 

 ウ 提出書類は、返却しないものとする。 

 エ 見積書は、次の条件を遵守の上作成すること。 



  ① 本業務の提案上限の金額を超えないこと。 

  ② 業務提案書、 仕様書及び機能要件一覧等の内容に基づき全ての経費を見積もること。 （機

能要件一覧においてカスタマイズ費用等が発生する場合は当該対応に伴う経費も含めること。） 

（３）提出方法 

ア．受付期間 

令和８年５月２１日（木）～令和８年５月２９日（金）まで 

※持参による場合は土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時３０分～午後５時１５分まで 

イ．提出先 

３（３）イに同じ 

ウ．提出方法 

持参または郵送（受付期間内必着） 

 （４）提出部数 

  ①紙媒体 １０部（会社名等を記入したもの１部、記入しないもの９部） 

  ②電子媒体（ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ-Ｒに本業務名、会社名を記載し、クリアケースにて提出のこ

と） 

 

７ プレゼンテーション及びデモンストレーション 

本プロポーザル参加者による企画提案内容のプレゼンテーション及びデモンストレーション（以下

「プレゼンテーション等」という。）を次のとおり実施する。 

（１）開催日 

令和８年６月８日（月）１３：３０～ 

（２） 開催場所 

平取町役場 ２階 会議室 

（３） 留意事項 

ア．プレゼンテーション等の出席人数は３人以内とする。 

イ．プレゼンテーションは企画提案書等の内容に基づいて説明を行うこと。 

ウ．デモンストレーション 

 以下の内容について実機を用いてシステムの機能説明等を行うこと。 

 ①画面構成（デザイン、メニュー表示、進捗管理表示など） 

 ②操作性（入力及び画面移行時の簡易性など） 

 ③電子決裁機能について（文書収受から起案・決裁・施行までの流れ） 

 ④文書管理機能について（文書・フォルダ管理から文書検索及び過去文書の流用） 

エ．１者ずつのプレゼンテーション方式として、１者の持ち時間は、準備・片付合わせて５分、

プレゼンテーション及びデモンストレーション４０分、質疑１０分、計５５分までとする。 

オ，追加資料の配布は禁止するが、提出された企画提案書に関わる図案や写真を用いた説 

明用パネル等の使用は可能とする。 

カ．プレゼンテーション等では、提案者が特定できるような表現は行わないこと。プレゼンテー

ション等に係る資料についても提案者を特定できる内容を記載しないこと。 

キ．プレゼンテーション等の順番は、参加申込書の受付順とする。 

ク．パソコン使用は可能とするが、使用する場合は会場にパソコンを持参すること。 

 

８ 評価基準・審査方法 

本プロポーザルの審査については、選定委員会が契約候補者を選定する。評価項目は、別紙の審

査基準のとおりとし、最低点及び最高点となる評価点の審査委員分を除いて算出した評価点の合計

が最も高い者を受託候補者として選定し、次に高い者を次点候補者として選定する。 

ただし、評価点の平均が６０％に満たない場合は選定しないものとする。 

ア．評価点の合計が同点となる者が２者以上あるときは、選定委員会の合議により順位を決定す

る。 

イ．提案者が１者の場合でも、企画提案書等の審査を実施する。 

 

９ 失格要件 



次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

ア．企画提案書等を提出期限までに提出しなかった者 

イ．提出書類に虚偽の内容の記載が明らかになった者 

ウ．提案価格が提案上限額を超える金額である者 

エ．その他、失格に相当する事由があると認められる者 

 

10 結果の公表 

本プロポーザルの結果については、次に掲げる事項を町ホームページに掲載する。 

（１）業務名 

（２）選定事業者の名称 

（３）選定理由 

（４）その他必要事項 

 

11 実施スケジュール 

№ 項目 予定日 

１ 告示（公募開始） 令和８年４月24日（金） 

２ 質問受付期間 令和８年４月24日（金）～令和８年５月８日（金） 

３ 質問回答 令和８年５月12日（火） 

４ 参加中込書の受付期間 令和８年４月24日（金）～令和８年５月14日（木） 

５ 参加資格審査 令和８年５月15日（金）～令和８年５月18日（月） 

６ 参加資格審査結果通知 令和８年５月21日（木） 

７ 企画提案書等の受付期間 令和８年５月21日（木）～令和８年５月29日（金） 

８ プレゼンテーション・ヒアリング 令和８年６月８日（月） 

９ 審査結果通知 令和８年６月11日（木） 

10 契約締結・審査結果公表 令和８年６月中旬予定 

 

12 その他留意事項 

（１）提出された企画提案書等の著作権は、企画提案書等の作成者に帰属する。ただし、本プロポー

ザルの実施及び選定結果の公表等、町が必要と認める場合においてその一部または全部を使用で

きるものとする。 

（２）提出された企画提案書等については、平取町情報公開条例に基づき、第三者に開示することが

ある。 

（３）業務の一部を再委託する場合には、あらかじめ当町に再委託承諾願（任意様式）を提出し、承

諾を得ること。また、再委託先の事業者等が国または地方公共団体から指名停止または指名除外

の措置を受けている、または受けることが明らかである者でないこと。 

 

13 問合せ先 

平取町 総務課総務係 

〒055-0192 北海道沙流郡平取町本町２８番地 

TEL 01457-2-2221 

E-mail; soumu@town.biratori.lg.jp 
 


